
 

公立学校共済組合三重支部 

注:組合員の配偶者で、国民年金第３号被保険者である者が被扶養者に該当しなくなったときは、他の被用者保険の

被保険者となった場合を除き、組合員の配偶者本人が住民票のある市区町村で国民年金第１号被保険者への種

別変更の届出を行う必要があります。 

注:組合員及び被扶養者の住所変更に係る手続きを行うときは、資格確認書の提出は不要です。資格確認書の裏面

の住所欄には、ご自身で新住所を記入してください。
裏面へ続きます 
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